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Ⅰ．調査の概要 
 

１．調査の概要 

（１）調査の目的 

本調査は、いなべ市男女共同参画推進第４次推進計画の策定にあたって、市内に立

地する企業・事業所における男女共同参画や女性活躍推進に向けた取り組みの現状や

問題点を把握し、今後の施策検討の基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

（２）調査の概要 

本調査の調査対象、回収率等は次のとおりとなっています。 

 

項 目 内容等 

調査対象 市内に立地する企業・事業所 

配布数 71票 

有効回収数 31票 

有効回収率 43.7％ 

実施時期 令和３年 10月～11月 

 

 

（３）本報告書の留意点 

本報告書を理解する上での留意点は次のとおりとなります。 

 

①比率はすべて百分率（％）で表し、小数点以下２位を四捨五入して算出しています。

したがって、合計が 100％を上下する場合もあります。 

②基数となるべき実数は、“ｎ”として掲載し、各比率はｎを 100％として算出してい

ます。 

③「複数回答」とある問は、１人の回答者が２つ以上の回答を出してもよい問であり、

したがって、各回答の合計比率は 100％を超える場合があります。 

④文中、図表中の選択肢の文言は作図等の都合により一部簡略化しています。 
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80.6 19.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

第１次産業 第２次産業 第３次産業 無回答

25.8 41.9 22.6 6.5 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

事業所の代表者 総務・人事の責任者 総務・人事の担当者 その他 無回答

２．回答者の属性 

 

（１）回答者 

回答者は、「総務・人事の責任者」が 41.9％で最も多く、次いで「事業所の代表者」

が 25.8％、「総務・人事の担当者」が 22.6％、「その他」が 6.5％となっています。 

 

回答者【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業種 

業種は、第２次産業が 80.6％を占め、第３次産業が 19.4％となっており、製造業の

事業所からの回答が多くなっています。 

 

業種【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業所の形態 

事業所の形態は、「支社・支店・営業所等の支所・工場」が 74.2％で７割以上を占

め、「単独事業所」が 16.1％、「本社・本店」が 9.7％となっています。 

 

事業所の形態【全体】 

 

 

 

 

  

16.1 9.7 74.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

単独事業所 本社・本店 支社・支店・営業所等の支所・工場 無回答
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12.9 32.3 16.1 38.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上 100人以上300人未満 50人以上100人未満 50人未満 無回答

22.6 16.1 29.0 32.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

50％以上 30％以上50％未満 10％以上30％未満 10％未満 無回答

29.0 71.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

いる いない 無回答

（４）雇用者数 

雇用者数は、「50人未満」が 38.7％で最も多く、次いで「100人以上 300人未満」が

32.3％、「50人以上 100人未満」が 16.1％、「300人以上」が 12.9％となっています。 

 

雇用者数【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

（５）雇用者に占める女性従業員割合 

雇用者に占める女性従業員割合は、「10％未満」が 32.3％で最も多く、次いで「10％

以上 30％未満」が 29.0％、「50％以上」が 22.6％、「30％以上 50％未満」が 16.1％と

なっています。 

雇用者に占める女性従業員割合【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）女性管理職の有無 

女性管理職の有無は、「いない」が 71.0％と約７割を占め、「いる」が 29.0％と約３

割にとどまります。 

 

女性管理職の有無【全体】 

 

 

 

 

 

 

  



4 

83.9

64.5

61.3

48.4

32.3

19.4

19.4

12.9

9.7

6.5

6.5

0.0

6.5

0 20 40 60 80 100

性別にかかわらない働きやすい職場環境づくり

人材育成や資格取得のための研修の実施

性別にかかわらない人事考課基準の設定

仕事と家庭を両立させるための制度の充実

女性の意見や要望を聞く場の設定

職場環境の整備による女性の配置

女性の健康管理対策の実施

男性管理職への女性活躍についての啓発

女性の意欲や就業意識を高めるための研修の実施

女性活躍に関する担当部署設置など推進体制の整備

女性の少ない職種に女性を積極的に雇用

その他

特に取り組んでいることはない

n=31 (％)

Ⅱ．調査結果 

１．女性活躍について 

（１）女性従業員活躍のために取り組んでいること 

問６ 貴事業所では、女性従業員を積極的に活用するために、どのようなことに取り組んでいますか。 

【複数回答】 

▼ 

◆「性別にかかわらない働きやすい職場環境づくり」が最も多く、次いで「人材育

成や資格取得のための研修の実施」、「性別にかかわらない人事考課基準の設定」

の順。 

 

女性従業員活躍のために取り組んでいることについては、「性別にかかわらない働きやす

い職場環境づくり」が 83.9％で最も多く、次いで「人材育成や資格取得のための研修の実

施」（64.5％）、「性別にかかわらない人事考課基準の設定」（61.3％）、「仕事と家庭を両立さ

せるための制度の充実」（48.4％）などの順となっています。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職の「いない」事業所に比べ、「いる」事業所で

は「人材育成や資格取得のための研修の実施」や「女性の健康管理対策の実施」と回答する

割合が特に多くなっています。 

 

女性従業員活躍のために取り組んでいること【全体／複数回答】 
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88.9

77.8

55.6

44.4

11.1

11.1

33.3

0.0

0.0

11.1

11.1

0.0

0.0

81.8

59.1

63.6

50.0

40.9

22.7

13.6

18.2

13.6

4.5

4.5

9.1

0.0

0 20 40 60 80 100

性別にかかわらない働きやすい職場環境づくり

人材育成や資格取得のための研修の実施

性別にかかわらない人事考課基準の設定

仕事と家庭を両立させるための制度の充実

女性の意見や要望を聞く場の設定

職場環境の整備による女性の配置

女性の健康管理対策の実施

男性管理職への女性活躍についての啓発

女性の意欲や就業意識を高めるための研修の実施

女性活躍に関する担当部署設置など推進体制の整備

女性の少ない職種に女性を積極的に雇用

特に取り組んでいることはない

その他

いる(n=9)

いない(n=22)

(％)

女性従業員活躍のために取り組んでいること【女性管理職の有無／複数回答】 
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41.9

41.9

19.4

16.1

12.9

12.9

12.9

9.7

9.7

6.5

6.5

3.2

0.0

0 10 20 30 40 50

長時間の労働を要求しにくい

管理職になることを望んでいない女性従業員がいる

特に問題はない

管理能力の面で女性の適任者が少ない

人材として育てにくい

女性の先輩職員がいないので、次が育たない

その他

業務内容の性質上、女性には管理職を任せにくい

在職年数などの条件を満たしていない

女性登用の機運が盛り上がっていない

女性社員はいない

男性従業員の女性管理職への認識や理解が不十分

顧客が女性管理職を嫌がる

n=31 (％)

（２）女性の管理職登用での課題 

問７ 貴事業所では、女性を管理職に登用することについて、どのような課題がありますか。【複数回答】 

▼ 

◆「長時間の労働を要求しにくい」及び「管理職になることを望んでいない女性従

業員がいる」が上位を占める。 

 

女性の管理職登用での課題としては、「長時間の労働を要求しにくい」及び「管理職にな

ることを望んでいない女性従業員がいる」が同率 41.9％で上位を占めています。なお、「特

に問題はない」は 19.4％となっています。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職が「いない」事業所に比べ、「いる」事業所で

は、「特に問題はない」と回答する割合が多くなっています。また、「いない」事業所では、

「長時間の労働を要求しにくい」と回答する割合が多くなっています。 

 

女性の管理職登用での課題【全体／複数回答】 
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22.2

33.3

33.3

0.0

22.2

0.0

0.0

0.0

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

45.5

13.6

22.7

9.1

18.2

18.2

13.6

0.0

9.1

9.1

4.5

0.0

0 10 20 30 40 50 60

長時間の労働を要求しにくい

管理職になることを望んでいない女性従業員がいる

特に問題はない

管理能力の面で女性の適任者が少ない

人材として育てにくい

女性の先輩職員がいないので、次が育たない

その他

業務内容の性質上、女性には管理職を任せにくい

在職年数などの条件を満たしていない

女性登用の機運が盛り上がっていない

女性社員はいない

男性従業員の女性管理職への認識や理解が不十分

顧客が女性管理職を嫌がる

いる(n=9)

いない(n=22)

(％)

 

女性の管理職登用での課題【女性管理職の有無／複数回答】 
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29.0

50.0

40.0

20.0

16.7

33.3

27.3

38.7

25.0

40.0

60.0

33.3

33.3

40.9

32.3

25.0

20.0

20.0

50.0

33.3

31.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる(n=9)

いない(n=22)

内容について知っている

名前は聞いたことがあるが、内容については知らない

名前も内容も知らない

無回答

【雇用者数】

【女性管理職の有無】

（３）ポジティブ・アクションの認知度 

問８ ポジティブ・アクション（積極的改善措置）※について御存知ですか。 

▼ 

◆ポジティブ・アクションの認知度は７割弱。 

 

ポジティブ・アクションの認知度については、「名前は聞いたことがあるが、内容に

ついては知らない」が 38.7％と約４割を占め、「内容について知っている」（29.0％）

とあわせた７割弱（67.7％）が認知している一方、「名前も内容も知らない」は 32.3％

となっています。 

「内容について知っている」の割合をみると、雇用者数が多い事業所、女性管理職

が「いる」事業所での認知度が高い傾向がみられます。 

 

ポジティブ・アクションの認知度【全体、雇用者数、女性管理職の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 
固定的な性別による役割分担意識や慣行などから、例えば「営業職に女性がほとんど配置されて

いない」「管理職は男性が大半を占めている」など、男女労働者の間に事実上、差が生じている時、
それを解消するため企業が行う自主的かつ積極的な取り組みです。単に女性を「優遇」するための
ものではなく、女性が男性よりも能力を発揮しにくい環境にある場合に、そのような状況を「改善」
するための取り組みです。 

  



9 

48.4

50.0

80.0

20.0

33.3

66.7

40.9

48.4

50.0

20.0

80.0

58.3

33.3

54.5

3.2

8.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる(n=9)

いない(n=22)

知っている 知らない 無回答

【雇用者数】

【女性管理職の有無】

（４）一般事業主行動計画策定義務の拡大の認知度 

問９ 女性活躍推進法の一部改正により、令和４年４月１日から一般事業主行動計画※の策定義務が対象拡大

（常時雇用する労働者数301人以上から101人以上に拡大）となりますが、このことを御存知ですか。 

▼ 

◆拡大の対象となる事業所での認知度が最も高い。 

 

一般事業主行動計画策定義務の拡大の認知度については、「知っている」と「知らない」

が 48.4％で同率となっています。 

拡大の対象となる雇用者数が 100人以上 300人未満の事業所で「知っている」が 80.0％

と認知度が最も高くなっています。また、女性管理職の「いる」事業所での認知度も高い傾

向がみられます。 

 

一般事業主行動計画策定義務の拡大の認知度【全体、雇用者数、女性管理職の有無】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般事業主行動計画 
企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業

員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたっての目標や目標達成のための対策及び
その実施時期を定めるものです。 
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16.1

25.0

40.0

16.7

33.3

9.1

61.3

50.0

90.0

60.0

41.7

55.6

63.6

6.5

25.0

8.3

11.1

4.5

9.7

10.0

16.7

13.6

6.5

16.7

9.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満

(n=5)

50人未満(n=12)

いる(n=9)

いない(n=22)

積極的に登用していく予定である
能力や経験に応じて登用していく予定である
人数を限定して登用していく予定である
職種や職域を限定して登用していく予定である
職位を限定して登用していく予定である
その他
登用は考えていない
無回答

【雇用者数】

【女性管理職の有無】

（５）今後の女性管理職の登用方針について 

問10 貴事業所では、今後、女性の管理職の登用について、主にどのように考えていますか。 

▼ 

◆「能力や経験に応じて登用していく予定である」が約６割。 

 

今後の女性管理職の登用方針については、「能力や経験に応じて登用していく予定である」

が 61.3％と約６割を占め、次いで「積極的に登用していく予定である」が 16.1％で続きま

す。一方、「登用は考えていない」は 6.5％となっています。 

雇用者数でみても、「能力や経験に応じて登用していく予定である」がそれぞれ多数を占

めていますが、50人未満の事業所では「登用は考えていない」が 16.7％と最も多くなって

います。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職が「いない」事業所に比べ、「いる」事業所で

は「積極的に登用していく予定である」と回答する割合が多くなっています。 

 

今後の女性管理職の登用方針について【全体、雇用者数、女性管理職の有無】 
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74.2

100.0

70.0

80.0

66.7

6.5

20.0

8.3

12.9

20.0

16.7

3.2

10.0

3.2

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満

(n=5)

50人未満(n=12)

勤務条件などを変えず、ずっと働く 勤務条件などを変えて、ずっと働く
結婚を機に仕事をやめる 妊娠を機に仕事をやめる
出産を機に仕事をやめる 家族の介護のために仕事をやめる
その他 該当者がいない
無回答

【雇用者数】

２．ワーク・ライフ・バランスについて 

（１）女性従業員の働き方の選択 

問11 貴事業所では、女性従業員は、結婚や妊娠、出産、家族の介護などの節目に、どのような働き方を選ぶこ

とが多いですか。 

▼ 

◆「勤務条件などを変えず、ずっと働く」が 74.2％、次いで「結婚を機に仕事をや

める」が 12.9％。 

 

女性従業員の働き方の選択としては、「勤務条件などを変えず、ずっと働く」が 74.2％で

７割以上を占め、次いで「結婚を機に仕事をやめる」が 12.9％、「勤務条件などを変えて、

ずっと働く」が 6.5％となっています。 

雇用者数でみても、「勤務条件などを変えず、ずっと働く」がそれぞれ多数を占めていま

すが、100 人以上 300 人未満、50 人未満の事業所では「結婚を機に仕事をやめる」という

回答が比較的多くなっています。 

 

女性従業員の働き方の選択【全体、雇用者数】 
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80.6

100.0

90.0

80.0

66.7

16.1

10.0

20.0

25.0

3.2

8.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満

(n=5)

50人未満(n=12)

勤務条件などを変えず、ずっと働く 勤務条件などを変えて、ずっと働く

結婚を機に仕事をやめる 妊娠を機に仕事をやめる

出産を機に仕事をやめる 家族の介護のために仕事をやめる

その他 無回答

【雇用者数】

（２）期待する女性従業員の働き方の選択 

問12 貴事業所では、女性従業員は、結婚や妊娠、出産、介護などの節目に、どのような働き方をしてほしいと

思いますか。【※女性従業員がいない場合は、貴事業所の見解としてお答えください。】 

▼ 

◆「勤務条件などを変えず、ずっと働く」が約８割を占める。 

 

期待する女性従業員の働き方の選択としては、「勤務条件などを変えず、ずっと働く」が

80.6％で約８割を占め、次いで「勤務条件などを変えて、ずっと働く」が 16.1％となって

います。 

雇用者数でみても、「勤務条件などを変えず、ずっと働く」がそれぞれ多数を占めていま

すが、50 人未満の事業所では「妊娠を機に仕事をやめる」という回答が 8.3％と比較的多

くなっています。 

 

期待する女性従業員の働き方の選択【全体、雇用者数】 
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25.8

80.6

12.9

16.1

71.0

19.4

83.9

80.6

3.2

3.2

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【①育児休業取得】

男性(n=31)

女性(n=31)

【②介護休業取得】

男性(n=31)

女性(n=31)

いる いない 無回答

（３）育児休業等の取得状況 

問13 貴事業所では、これまでに育児休業（産前・産後休業を除く）・介護休業を取得した従業員はいますか。

現在、取得の申請をしている従業員も含めてお答えください。 

▼ 

◆育児休業の取得状況は、女性で 80.6％、男性で 25.8％。 

◆介護休業の取得状況は、女性で 16.1％、男性で 12.9％。 

 

育児休業等の取得状況については、①育児休業の取得状況は、女性で 80.6％と約８割と

なっている一方、男性では25.8％にとどまります。②介護休業の取得状況は、女性で16.1％、

男性で 12.9％となっています。 

育児休業の取得状況を雇用者数でみると、女性では事業所の規模によらず取得者が多数

を占めるものの、男性では 50人以上 100人未満、50人未満の事業所では取得者がいない結

果となっています。 

介護休業の取得状況を雇用者数でみると、300人以上の事業所では、男性、女性ともに取

得者のいる事業所が半数となっていますが、50人以上 100人未満、50人未満の事業所では

男性の取得者がいないなど、事業所の規模によって差がみられます。 

 

育児休業等の取得状況【全体】 
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25.8

75.0

50.0

71.0

25.0

50.0

80.0

100.0

3.2

20.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる いない 無回答

【雇用者数】

80.6

100.0

80.0

100.0

66.7

19.4

20.0

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる いない 無回答

【雇用者数】

 

育児休業の取得状況【全体、雇用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 

女性 
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12.9

50.0

20.0

83.9

50.0

80.0

80.0

100.0

3.2

20.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる いない 無回答

【雇用者数】

16.1

50.0

10.0

16.7

80.6

50.0

90.0

80.0

83.3

3.2

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

いる いない 無回答

【雇用者数】

 

介護休業の取得状況【全体、雇用者数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性 

女性 
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71.0

54.8

25.8

25.8

19.4

16.1

12.9

12.9

6.5

3.2

0.0

0 20 40 60 80

休業期間中の代替要員の確保が難しい

休業者の周りの人の業務負担が多くなる

休業者の復職後、代替要員の処遇が難しい

代替要員では業務が務まらない、又は効率が落ちる

休業期間が前後するなど、人員計画が立てにくい

制度を利用する人と利用しない人の不公平感がある

制度を利用しやすい雰囲気が周りにない

休業中の賃金等の負担が大きい

特にない

復職時に技術・能力が低下している場合がある

その他

n=31 (％)

（４）育児休業等を定着させる上での課題 

問14 貴事業所では、今後、育児休業や介護休業制度を定着させる上で、特に課題となっていることは何ですか。

【複数回答】 

▼ 

◆「休業期間中の代替要員の確保が難しい」が最も多く、次いで「休業者の周りの

人の業務負担が多くなる」の順。 

 

育児休業等を定着させる上での課題としては、「休業期間中の代替要員の確保が難しい」

（71.0％）が最も多く、次いで「休業者の周りの人の業務負担が多くなる」（54.8％）が続

きます。 

雇用者数でみても、「休業期間中の代替要員の確保が難しい」、「休業者の周りの人の業務

負担が多くなる」が事業所の規模によらず課題の上位となっています。 

 

育児休業等を定着させる上での課題【全体／複数回答】 
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75.0

75.0

25.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

70.0

50.0

20.0

20.0

30.0

0.0

10.0

10.0

10.0

0.0

0.0

60.0

40.0

20.0

20.0

0.0

40.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

75.0

58.3

33.3

41.7

8.3

25.0

25.0

25.0

0

8.3

0.0

0 20 40 60 80 100

休業期間中の代替要員の確保が難しい

休業者の周りの人の業務負担が多くなる

休業者の復職後、代替要員の処遇が難しい

代替要員では業務が務まらない、又は効率が落ちる

休業期間が前後するなど、人員計画が立てにくい

制度を利用する人と利用しない人の不公平感がある

制度を利用しやすい雰囲気が周りにない

休業中の賃金等の負担が大きい

特にない

復職時に技術・能力が低下している場合がある

その他

300人以上(n=4)

100人以上300人未満(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

(％)

 

育児休業等を定着させる上での課題【雇用者数／複数回答】 
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90.3

71.0

45.2

41.9

22.6

12.9

9.7

9.7

9.7

6.5

6.5

0.0

0 20 40 60 80 100

育児・介護における休業制度の設定

勤務時間短縮などの措置

時間外労働の免除又は制限制度の設定

フレックスタイム制など柔軟な勤務制度の採用

学校行事等に参加しやすい休暇制度の設定

事業所内に心身の健康相談窓口の開設

育児休業や介護休業取得者への手当支給

育児・介護休業者への職場復帰プログラムの実施

結婚などで退職した従業員に対する再雇用制度

事業所内に託児施設の設置

特に取り組んでいることはない

その他

n=31 (％)

（５）育児や介護と仕事の両立支援策 

問15 貴事業所では、従業員に対して、育児や介護と仕事の両立を支援するために、取り組んでいることがあり

ますか。【複数回答】 

▼ 

◆「育児・介護における休業制度の設定」が最も多く、次いで「勤務時間短縮など

の措置」の順。 

 

育児や介護と仕事の両立支援策としては、「育児・介護における休業制度の設定」が 90.3％

と約９割となっており、ほとんどの事業所で導入されています。次いで「勤務時間短縮な

どの措置」（71.0％）、「時間外労働の免除又は制限制度の設定」（45.2％）、「フレックスタイ

ム制など柔軟な勤務制度の採用」（41.9％）などが続きます。 

雇用者数でみると、事業所の規模により大きな差がみられ、300人以上の事業所では多様

な両立支援策を導入している一方、50 人未満の事業では、「特に取り組んでいることはな

い」という回答が 16.7％と比較的多くなっています。 

 

育児や介護と仕事の両立支援策【全体／複数回答】 
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100.0

100.0

100.0

100.0

25.0

75.0

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

0.0

100.0

80.0

50.0

60.0

20.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

80.0

60.0

20.0

20.0

40.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

83.3

58.3

33.3

16.7

16.7

0.0

0.0

16.7

16.7

0.0

16.7

0.0

0 20 40 60 80 100

育児・介護における休業制度の設定

勤務時間短縮などの措置

時間外労働の免除又は制限制度の設定

フレックスタイム制など柔軟な勤務制度の採用

学校行事等に参加しやすい休暇制度の設定

事業所内に心身の健康相談窓口の開設

育児休業や介護休業取得者への手当支給

育児・介護休業者への職場復帰プログラムの実施

結婚などで退職した従業員に対する再雇用制度

事業所内に託児施設の設置

特に取り組んでいることはない

その他

300人以上(n=4)

100人以上300人未満(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

(％)

 

育児や介護と仕事の両立支援策【雇用者数／複数回答】 
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48.4

100.0

30.0

80.0

33.3

20.0

33.3

56.5

12.9

20.0

16.7

17.4

22.6

30.0

20.0

25.0

60.0

17.4

12.9

10.0

25.0

20.0

33.3

8.7

3.2

10.0

33.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満

(n=5)

50人未満(n=12)

単独事業所(n=5)

本社・本店(n=3)

支社・支店・営業所等

の支所・工場(n=23)

積極的に取り組んでいる
現在、取り組んでいないが、今後、取り組んでいきたい
今後、取り組んでいきたいが余裕がない
どのような取り組みをすればよいのかわからない
ワーク・ライフ・バランスが何かを知らない
取り組むつもりはない
無回答

【雇用者数】

【事業所の形態】

（６）ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組み 

問16 貴事業所では「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）※」に取り組んでいますか。 

▼ 

◆「積極的に取り組んでいる」が約半数を占める一方、「どのような取り組みをすれ

ばよいのかわからない」が 12.9％。 

 

ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組みについては、「積極的に取り組んでいる」

が 48.4％と約半数を占め、次いで「今後、取り組んでいきたいが余裕がない」が 22.6％で

続きます。なお、「どのような取り組みをすればよいのかわからない」は 12.9％となってい

ます。 

雇用者数でみると、300人以上の事業所では 100％が「積極的に取り組んでいる」と回答

している一方、50人未満の事業所では「どのような取り組みをすればよいのかわからない」

が 25.0％となるなど、事業所の規模により差がみられます。 

事業所の形態でみると、単独事業所では「今後、取り組んでいきたいが余裕がない」、本

社・本店では「どのような取り組みをすればよいのかわからない」と回答する割合が多く

なっています。 

 

ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組み【全体、雇用者数、事業所の形態】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 
企業等における「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」とは、例えば、育児休業・

介護休業を取得しやすい環境づくりを進めることや時短勤務など、家庭生活との調和を保つこと
ができるような支援体制づくりを進める取り組みです。 
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54.8

48.4

45.2

35.5

25.8

25.8

16.1

6.5

3.2

3.2

0.0

0.0

0 20 40 60

残業を減らす・労働時間を短縮する

男女で家事や育児、介護などに協力して取り組む

育児休業や介護休業を利用しやすくする

利用しやすい保育や介護のサービスの充実

職場での採用や昇進、賃金などの格差をなくす

職場でのハラスメントの防止に努める

性別にかかわらず、職業を選択できるようにする

パートや派遣労働者の労働条件を向上させる

女性が働くことへの理解が広まるよう啓発する

特にない

家族間の役割分担や家族経営協定締結を促進する

その他

n=31 (％)

（７）男女がともに働きやすい社会環境づくりに必要なこと 

問17 貴事業所では、男女がともに働きやすい社会環境をつくるために、どのようなことが必要だと思います

か。【複数回答】 

▼ 

◆「残業を減らす・労働時間を短縮する」が最も多く、次いで「男女で家事や育児、

介護などに協力して取り組む」、「育児休業や介護休業を利用しやすくする」の順。 

 

働きやすい社会環境づくりに必要なことは、「残業を減らす・労働時間を短縮する」

（54.8％）が最も多く、次いで「男女で家事や育児、介護などに協力して取り組む」（48.4％）、

「育児休業や介護休業を利用しやすくする」（45.2％）が続きます。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職が「いない」事業所に比べ、「いる」事業所で

は、「残業を減らす・労働時間を短縮する」、「男女で家事や育児、介護などに協力して取り

組む」、「職場での採用や昇進、賃金などの格差をなくす」と回答する割合が多くなってい

ます。 

 

男女がともに働きやすい社会環境づくりに必要なこと【全体／複数回答】 
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66.7

55.6

33.3

33.3

44.4

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

45.5

50.0

36.4

18.2

31.8

18.2

4.5

4.5

4.5

0.0

0.0

0 20 40 60 80

残業を減らす・労働時間を短縮する

男女で家事や育児、介護などに協力して取り組む

男女がともに育児休業や介護休業を利用しやすくする

保育や介護のサービスを充実させ、誰もが利用しやすくする

職場での男女の採用や昇進、賃金などの格差をなくす

職場でのハラスメントの防止に努める

性別にかかわらず、職業を選択できるようにする

パートタイム労働者や派遣労働者の労働条件を向上させる

女性が働くことへの理解が広まるよう啓発する

特にない

家族間の役割分担や家族経営協定締結を促進する

その他

いる(n=9)

いない(n=22)

(％)

 

男女がともに働きやすい社会環境づくりに必要なこと【女性管理職の有無／複数回答】 
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22.6

41.9

6.5

77.4

58.1

100.0

100.0

100.0

90.3 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①セクシュアルハラスメント

②パワーハラスメント

③マタニティ・ハラスメント

④パタニティ・ハラスメント

⑤ドメスティック・バイオレンス

⑥その他のハラスメント

相談があった 相談はなかった 無回答

n=31 

３．ハラスメントについて 

（１）ハラスメント等の相談状況について 

問18 貴事業所では、最近３年間に、次の①から⑥までの項目について、従業員から相談等がありましたか。 

▼ 

◆「相談があった」事業所の割合はパワーハラスメントが 41.9％、セクシュアルハ

ラスメントが 22.6％。 

 

ハラスメント等の相談の有無については、②パワーハラスメントの相談が 41.9％で最も

多く、次いで①セクシュアルハラスメントが 22.6％となっています。なお、③マタニティ・

ハラスメント、④パタニティ・ハラスメント、⑤ドメスティック・バイオレンスについては

「相談はなかった」が 100％となっています。 

相談事例のあった①セクシュアルハラスメント、②パワーハラスメントを雇用者数、女

性従業員の割合でみると、①セクシュアルハラスメントでは、おおむね雇用者数が多いほ

ど、女性従業員の割合が少ないほど「相談があった」割合が多くなっています。 

②パワーハラスメントでは、100 人以上 300 人未満の事業所で 80.0％と最も多く、女性

従業員の割合では 10％以上 30％未満で 55.6％と最も多くなっています。 

 

ハラスメント等の相談状況について【全体】 
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22.6

50.0

30.0

16.7

14.3

20.0

22.2

30.0

77.4

50.0

70.0

100.0

83.3

85.7

80.0

77.8

70.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

50％以上(n=7)

30％以上50％未満(n=5)

10％以上30％未満(n=9)

10％未満(n=10)

相談があった 相談はなかった 無回答

【雇用者数】

【女性従業員の割合】

41.9

50.0

80.0

25.0

28.6

40.0

55.6

40.0

58.1

50.0

20.0

100.0

75.0

71.4

60.0

44.4

60.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=31)

300人以上(n=4)

100人以上300人未満

(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

50％以上(n=7)

30％以上50％未満(n=5)

10％以上30％未満(n=9)

10％未満(n=10)

相談があった 相談はなかった 無回答

【雇用者数】

【女性従業員の割合】

①セクシュアルハラスメントの相談状況について【全体、雇用者数、女性従業員の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②パワーハラスメントの相談状況について【全体、雇用者数、女性従業員の割合】 
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83.9

61.3

41.9

35.5

16.1

12.9

9.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

就業規則などでハラスメント禁止の規定の設定

社内（社外）に相談窓口の設置

啓発資料などの配布

社内啓発のための研修の開催

ハラスメントへの対応マニュアルの策定

社内に対策委員会などの機関の設置

必要性は感じているが、進んでいない

その他

取り組む必要性を感じない

n=31 (％)

（２）各種ハラスメント対策で取り組んでいること 

問19 貴事業所では、各種ハラスメント（嫌がらせ）の対策として、どのようなことに取り組んでいますか。 

 【複数回答】 

▼ 

◆「就業規則などでハラスメント禁止の規定の設定」が最も多く、次いで「社内（社

外）に相談窓口の設置」、「啓発資料などの配布」などの順。 

 

各種ハラスメント対策で取り組んでいることについては、「就業規則などでハラスメント

禁止の規定の設定」が 83.9％で最も多く、次いで「社内（社外）に相談窓口の設置」（61.3％）、

「啓発資料などの配布」（41.9％）、「社内啓発のための研修の開催」（35.5％）が続きます。 

雇用者数でみると、比較的規模の大きい事業所では、「就業規則などでハラスメント禁止

の規定の設定」や「社内（社外）に相談窓口の設置」などが整備されていますが、規模の小

さな事業所では、「必要性は感じているが、進んでいない」という回答が比較的多くなって

います。 

 

各種ハラスメント対策で取り組んでいること【全体／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

100.0

100.0

25.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

100.0

50.0

60.0

50.0

30.0

0.0

0.0

0.0

100.0

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

66.7

25.0

41.7

25.0

0.0

8.3

16.7

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

就業規則などでハラスメント禁止の規定の設定

社内（社外）に相談窓口の設置

啓発資料などの配布

社内啓発のための研修の開催

ハラスメントへの対応マニュアルの策定

社内に対策委員会などの機関の設置

必要性は感じているが、進んでいない

その他

取り組む必要性を感じない

300人以上(n=4)

100人以上300人未満(n=10)

50人以上100人未満(n=5)

50人未満(n=12)

(％)

 

 

各種ハラスメント対策で取り組んでいること【全体、雇用者数／複数回答】 
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64.5

48.4

35.5

35.5

32.3

22.6

22.6

19.4

19.4

16.1

16.1

16.1

9.7

3.2

0.0

0 20 40 60 80

仕事と家庭を両立できる環境の整備

育児休業や介護休業制度の活用促進

募集・採用における男女差の解消

賃金における男女差の是正

セクハラ等の防止措置

配置・昇進・教育訓練における男女差の解消

退職後の再就職の機会

多様な性に配慮した採用や職場環境の整備

人事評価における性別による格差の解消

定年・退職・解雇における男女差の是正

制服等に関する規定や強要の解消

性別による仕事の分業の解消

相談窓口の充実

特にない

その他

n=31 (％)

４．男女共同参画社会の実現について 

（１）男女共同参画社会実現に必要なこと 

問20 貴事業所として、今後、男女共同参画社会を実現するために、どのようなことが必要だと思いますか。 

【複数回答】 

▼ 

◆「仕事と家庭を両立できる環境の整備」が最も多く、次いで「育児休業や介護休

業制度の活用促進」の順。 

 

男女共同参画社会実現に必要なことについては、「仕事と家庭を両立できる環境の整備」

（64.5％）が最も多く、次いで「育児休業や介護休業制度の活用促進」（48.4％）、「募集・

採用における男女差の解消」及び「賃金における男女差の是正」（同率 35.5％）が続きます。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職が「いない」事業所に比べ、「いる」事業所で

は「仕事と家庭を両立できる環境の整備」、「賃金における男女差の是正」と回答する割合

が多くなっています。 

 

男女共同参画社会実現に必要なこと【全体／複数回答】 
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77.8

33.3

33.3

44.4

33.3

22.2

22.2

22.2

11.1

22.2

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

59.1

54.5

36.4

31.8

31.8

22.7

22.7

18.2

22.7

13.6

18.2

22.7

13.6

4.5

0.0

0 20 40 60 80 100

仕事と家庭を両立できる環境の整備

育児休業や介護休業制度の活用促進

募集・採用における男女差の解消

賃金における男女差の是正

セクハラ等の防止措置

配置・昇進・教育訓練における男女差の解消

退職後の再就職の機会

多様な性に配慮した採用や職場環境の整備

人事評価における性別による格差の解消

定年・退職・解雇における男女差の是正

制服等に関する規定や強要の解消

性別による仕事の分業の解消

相談窓口の充実

特にない

その他

いる(n=9)

いない(n=22)

(％)

男女共同参画社会実現に必要なこと【女性管理職の有無／複数回答】 
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54.8

48.4

32.3

32.3

32.3

29.0

25.8

25.8

22.6

12.9

12.9

12.9

9.7

9.7

9.7

6.5

6.5

3.2

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60

介護・介助を支援するサービスの充実

子育て支援サービスの充実

男女共同参画の広報・啓発活動の充実

学校での男女共同参画教育の充実

育児や家庭生活などへの男性の参加促進

企業等での働きやすい職場づくりの促進

人権や個人の尊重についての啓発や情報提供

生活上の困難に直面する家庭への支援

多文化共生への理解促進

ＤＶや虐待など相談しやすい体制づくり

ＤＶ等の被害者を支援する取り組み

生涯にわたる健康づくりの推進

ＬＧＢＴなど、多様な性に対する理解促進

社会教育などでの男女共同参画教育の充実

誰もが参加しやすい地域活動等の促進

政策決定の場への女性の積極的な登用

女性を対象とした人材育成の推進

男女共同参画推進に取り組む住民活動の支援

その他

特にない

n=31 (％)

（２）男女共同参画で行政が進めるべきこと 

問21 貴事業所では、男女共同参画を積極的に進めるために、行政はどのようなことに力を入れるべきだと思い

ますか。【複数回答】 

▼ 

◆「介護・介助を支援するサービスの充実」が最も多く、次いで「子育て支援サー

ビスの充実」、「男女共同参画の広報・啓発活動の充実」、「学校での男女共同参画

教育の充実」、「育児や家庭生活などへの男性の参加促進」などの順。 

 

男女共同参画で行政が進めるべきことについては、「介護・介助を支援するサービスの充

実」（54.8％）が最も多く、次いで「子育て支援サービスの充実」（48.4％）が続き、介護サ

ービス、子育て支援サービスの充実への要望が上位を占めています。次いで「男女共同参

画の広報・啓発活動の充実」、「学校での男女共同参画教育の充実」及び「育児や家庭生活な

どへの男性の参加促進」（同率 32.3％）が続きます。 

女性管理職の有無でみると、女性の管理職が「いる」事業所では「介護・介助を支援する

サービスの充実」、女性の管理職が「いない」事業所では「子育て支援サービスの充実」と

回答する割合が多くなっています。 

 

男女共同参画で行政が進めるべきこと【全体／複数回答】 
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77.8

33.3

33.3

22.2

22.2

11.1

33.3

22.2

22.2

22.2

11.1

22.2

22.2

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

0.0

0.0

45.5

54.5

31.8

36.4

36.4

36.4

22.7

27.3

22.7

9.1

13.6

9.1

4.5

9.1

9.1

4.5

4.5

0.0

0.0

0.0

0 20 40 60 80 100

介護・介助を支援するサービスの充実

子育て支援サービスの充実

男女共同参画の広報・啓発活動の充実

学校での男女共同参画教育の充実

育児や家庭生活などへの男性の参加促進

企業等での働きやすい職場づくりの促進

人権や個人の尊重についての啓発や情報提供

生活上の困難に直面する家庭への支援

多文化共生への理解促進

ＤＶや虐待など相談しやすい体制づくり

ＤＶ等の被害者を支援する取り組み

生涯にわたる健康づくりの推進

ＬＧＢＴなど、多様な性に対する理解促進

社会教育などでの男女共同参画教育の充実

誰もが参加しやすい地域活動等の促進

政策決定の場への女性の積極的な登用

女性を対象とした人材育成の推進

男女共同参画推進に取り組む住民活動の支援

その他

特にない

いる(n=9)

いない(n=22)

(％)

 

男女共同参画で行政が進めるべきこと【女性管理職の有無／複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


